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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１０月５日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 令和３年９月８日 １４時５０分ごろ 

発生場所 長野県飯田市天竜
てんりゅう

川 

時
とき

又
また

四等三角点から真方位１００°６３０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.９′ 東経１３７°５０.２′） 

事故の概要 旅客船ろ
．
かい
．．

舟０４－０１０は、航行中、船頭１人が落水し、行方

不明となった。 

事故調査の経過 令和３年９月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が行方不明のため、行わなかっ

た。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 ろかい
．．．

舟０４－０１０、トン数不詳  

２４０－５７４２１長野、信南交通株式会社（Ａ社） 

１２.６３ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.５４ｍ、木 

機関なし、平成１６年４月 

 乗組員等に関する情報 船頭Ａ ６３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６３年５月１２日 

  免許証交付日 平成２９年１２月１８日 

         （令和５年５月１１日まで有効） 

船頭Ｂ ４５歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１９年３月１６日 

  免許証交付日 平成２９年１２月１８日 

         （令和５年１月２２日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船頭Ａ） 

 損傷 なし 
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 気象・海象 気象：天気 曇り～小雨、風向 西北西、風力 ２、気温 約２１℃ 

本船が出港した飯田市弁天
べんてん

港の上流にある国土交通省天竜川伊
い

久間
く ま

水位観測所の水位の観測値は、次のとおりであった。 （単位：ｍ） 

 時 

月/日 
8 時 9 時 10 時 11 時 12 時 13 時 14 時 15 時 

9/6 -0.18 -0.14 -0.18 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 

9/7 -0.58 -0.59 -0.59 -0.61 -0.63 -0.66 -0.67 -0.66 

9/8 -0.75 -0.75 -0.75 -0.76 -0.76 -0.76 -0.77 -0.77 

9/9 -0.36 -0.29 -0.25 -0.16 -0.16 -0.19 -0.21 -0.29 
 

 事故の経過 

 

 本船は、船頭Ａ及び船頭Ｂが乗り組み、旅客１１人を乗せ、船首部

梁
はり

の左舷前方で行きあしをつける舳
へ

乗りとして船頭Ｂが、船尾部の梁

の右舷後方で舵を取る艫
とも

乗りとして船頭Ａがそれぞれ配置につき、天

竜川の川下りの目的で、令和３年９月８日１４時３０分ごろ、飯田市

時又港に向けて弁天港の乗船場を出発した。（図１参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船及び船頭の配置 

 

 本船は、それぞれ櫂
かい

を用いて、船頭Ｂが行きあしをつけて船頭Ａが

舵取りをしながら、全行程の約２分の１となる南原
なんばら

橋を通過したの

ち、渓谷を通過して、流れが一気に落ちて複雑に大きな波が立つ「湯

ノ瀬」と称する難所に差し掛かった。 

 船頭Ｂは、湯ノ瀬では大きな波が立っていたので、本船の位置、角

度を気にしながら、船尾方を向いて櫂を操作していたところ、１４時

５０分ごろ、船頭Ａの姿が見えなくなり、ビニールの幌
ほろ

の下から船尾

方を見たところ、船頭Ａの足が左舷船尾の船縁にかかっているのが見

え、その後、足が見えなくなったので船頭Ａが落水したと思った。 

 

 

船首部の梁 

船尾部の梁 

艫乗りの位置 

船首方向 

船尾方向 

旅客の座席 



- 3 - 

 

 

 

 

 

図２ 幌をかけた状態 

 

 船頭Ｂは、急いで船尾部に移動して艫の櫂を取って、本船が岸の方

に流されていたので右に回頭させて、振り返ったところ船頭Ａが天竜

川の右岸へ向けて泳いでいくのを認めた。 

船頭Ｂは、時又港のＡ社担当者に船頭Ａが落水したことを無線で伝

えるとともに救助を要請して、振り返ったところ船頭Ａを認めなかっ

た。 

Ａ社担当者は、１４時５５分ごろ消防署に通報して救急車を要請

し、その後警察署に通報した。 

本船は、船頭Ｂが操船して、天竜川の右岸にある時又港の船着場に

着船した。 

 船頭Ｂは、旅客を下船させたのち、救助船に乗り、本事故発生場所

付近の捜索を行った。 

 船頭Ａは、警察署が捜索に当たったものの、発見されず、行方不明

となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図（川下り行程部分図）、付図２ 事故

発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 (1)安全管理に関する事項 

 Ａ社は、天竜川の弁天港から時又港までの間、ろかい
．．．

のみをもって

運航する船舶（以下「ろかい
．．．

舟」という。）で、人の運送をする船舶

運送事業（以下「天竜舟下り事業」という。）を行っていた。 

Ａ社の天竜舟下り事業は、ろかい
．．．

舟のみを運航しているので、海上

運送法の適用はないものの、Ａ社は、安全管理について「運航内規」、

「運航の中止及び再開の基準と原則」等を、また、操船方法について

「操船技術基本マニュアル」を定めていた。 

Ａ社は、「運航の中止及び再開の基準と原則」において、運航中止

の基準を次のとおり定めていた。 

１．次の場合は、運航を中止する。 

(1)国土交通省設置の観測所の水位が次の基準に達した時 

伊久間観測所が マイナス 0.75ｍ を超えた時は、弁天港からの出

港を停止する。 

 （略） 

(4)川の状況は変化するため基準は運航管理者及びトモ乗り船頭 3 名

以上が協議し変更し決定する。 

Ａ社は、９月初旬頃から大雨が降り、天竜川の水量が増えていたの
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で、９月７日までろかい
．．．

舟の運航を休止していた。 

Ａ社は、本事故当日、伊久間観測所の水位が－０.７５ｍに下がっ

たので、０８時３０分頃に船頭のみで航路点検を行い、運航可能であ

ることを確認し、ろかい
．．．

舟の運航を再開することとした。 

船頭Ａ及び船頭Ｂは、本事故当日、航路点検及び１１時００分の便

での運航の際、湯ノ瀬では場所によって波が大きくなっているのを確

認し、注意を要すると話していた。 

(2)船頭Ａ及び船頭Ｂの船頭歴、船頭の養成訓練等に関する事項 

 船頭Ａは、昭和５３年ごろ船頭となり、操船の技量も高く評価さ

れ、船頭以外の業務では船体船具の管理を行っていた。 

 船頭Ｂは、平成１２年から令和元年までＡ社で船頭として勤務し、

艫乗り船頭としても乗船していた。本事故当日は、臨時に本船に舳乗

り船頭として乗船していた。 

Ａ社は、船頭の養成訓練等を以下のとおり実施していた。 

① 約２週間の見習い期間を経て舳乗り船頭として乗船させる。 

② ３年ほど舳乗り船頭として乗船させたのち、艫乗り船頭の見習

いを半年から１年行わせる。 

③ 実技、筆記試験を受け合格した者を艫乗り船頭として乗船させ

る。 

また、Ａ社は、艫乗り船頭になるまでに、操船技術基本マニュア

ルによる操船技術、救助訓練等を行い、また、消防署の救命救急講

習を受講させていた。 

(3)救命胴衣に関する事項 

船頭Ｂは、本事故時、船頭Ａが救命胴衣を着用していたのは見た

が、船頭Ａが落水したのち、船頭Ａの救命胴衣が膨張していたかは見

えなかった。また、船頭Ａの救命胴衣は発見されていない。 

Ａ社は、操船技術基本マニュアルにおいて、「命を守るために絶対

着用」と定め、装着、着用方法も定めていた。 

 Ａ社に保管されていた船頭用の救命胴衣は、胴巻き膨張式救命胴衣

であった。 

Ａ社は、救命胴衣を購入して、船頭Ａの管理のもと各船頭に貸与

し、貸与時に救命胴衣の着用方法、点検方法（カバー内の浮力体部

分、ボンベに緩みがないか、センサーに緩みがないか等）を口頭で伝

えるとともに、朝のミーティングの際に点検するよう注意していた。 

船頭Ｂは、救命胴衣の点検方法の指導を受け、毎朝乗船前の点検は

各船頭に任されていたので、目視で点検していた。 

Ａ社は、予備の膨張用ボンベを保有しており、救命胴衣が膨張した

後に各船頭が交換していた。 

(4)事故時の対応に関する事項 

事故時の対応は、運航内規に定められており、船頭が落水した場合
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の対応は次のとおりであった。 

(2) へ乗りの転落 

①転落した者に舟を近づけて救命浮環等にて救助する 

②川の安全な所で舟を回して待ち、救助する 

③必要に応じて救助を要請する 

(3) トモ乗りの転落 

①直ちにへ乗りがトモ櫂を持ち、舟を安全な場所へ係留する 

②この間、乗客に救命浮環等での救助協力を要請する 

③大きな声等で、付近の人に救助を求める 

④天竜弁天（地域観光事業部）又は天竜16（時又港パトロール）に

連絡して救援を求める 

⑤天竜弁天（地域観光事業部）は連絡を受けたら、信南交通本社へ

連絡をする 

 船頭Ｂは、運航内規の「船頭が落水した時の対応」を知っており、

船頭Ａが落水した直後に、急いで船尾部に移動して艫の櫂を取って、

本船を操船し、時又港に着船させたが、流されたままであれば岸に乗

り揚げていたと思った。 

(5)船頭の落水に関する事項 

船頭Ｂは、本事故後、船頭Ａが、流れに沿って航行する目的で、本

船を右回頭させようと櫂の持ち手を左舷側に引いたところ、大きな波

により船体が動揺して、櫂が水面より上方に出て空
から

櫂
かい

となり、バラン

スを崩して左舷船尾から落水したと思った。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 艫の櫂の操作と本船の動き 

 

 Ａ社では、船頭が落水することが年間２～３件発生していた。 

(6)その他の事項 

 船頭Ｂは、船頭Ａの体調等に変わったことは認めなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

(1) 事故発生に関する分析 

船尾の動き 

櫂の動き 

櫂の持ち手の動き 
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  船頭Ａは、行方不明となった。 

本船は、波が複雑に大きく立つ天竜川の湯ノ瀬を航行中、船頭Ａが

操船中にバランスを崩したことから、左舷船尾部から落水して行方不

明になった可能性があるものと考えられる。 

船頭Ａは、波による船体動揺、櫂の操作中に櫂が水中から出て空櫂

状態となる等してバランスを崩した可能性があるものと考えられる。 

(2) 救命胴衣に関する分析 

船頭Ａは、救命胴衣を着用していたものの、落水時の救命胴衣の状

況が確認されず、また、発見もされておらず、救命胴衣の膨張の状況

等を明らかにすることはできなかった。 

Ａ社は、朝のミーティングの際に救命胴衣を点検するよう船頭に注

意し、各船頭が目視等で点検していたものと考えられる。 

(3) その他安全に関する分析 

本船は、複雑な大きな波が立つ場所で、舵を取っていた船頭Ａがバ

ランスを崩して落水したが、艫乗り船頭経験のあった船頭Ｂが操船し

て無事に時又港に着船できたものの、このような難所で舵を取る船頭

が落水した場合、操船不能となり、危険な状態になる可能性があるも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、天竜川を川下に向けて航行中、船頭Ａが操船中

にバランスを崩したため、左舷船尾部から落水して行方不明になった

可能性があるものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、同種事故の再発防止策を検討し、次の改善を行

うこととした。 

 ・Ａ社の運航する船舶に乗船する者（以下「船舶乗務員」とい

う。）の救命胴衣を固型式救命胴衣に変更した。 

 ・左舷船尾に落水防止板を設置した。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

図４ 転落防止のために左舷船尾部に設置した板 

 

 ・各船に搭載している業務用無線機に加えて、船舶乗務員に防水 

ケースに入れたスマートフォンを携帯させることとした。 

 ・落水した船頭の位置を特定するため、船舶乗務員の救命胴衣に防

水ケースに入れた位置特定用発信器を取り付けた。                            

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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(1) 乗組員行方不明事故に対する再発防止策 

 ・川下りの船頭は、波の状況等を正確に把握し、船体動揺や空櫂等

により落水しないように操船すること。また、川下り舟を運航す

る事業者は、落水防止板を設置する等の対策を検討し、実施する

こと。 

 ・川下り舟を運航する事業者は、落水した船頭の位置を特定できる

装置等を導入することが望ましい。 

(2)その他安全に関する事項の対応策 

 ・川下り舟を運航する事業者は、船頭が落水して操船不能になるこ

とによる乗揚等を防止するため、船頭が落水した時の操船対応を

定めるとともに、その訓練を実施すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図（川下り行程部分図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図を使用 

天竜川 

本船の出発場所 

南原橋 

渓谷 

湯ノ瀬 

長野県 

弁天港 

時又港 

飯田市 

山梨県 岐阜県 

天竜橋 付図２ 
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付図２ 事故発生経過概略図 

 

 

 事故発生場所 
（令和３年９月８日  
１４時５０分ごろ発生） 

湯ノ瀬 

時又港 

天竜橋 

本船の到着場所 

時又四等三角点 

本船の推定経路 

800 m 0 200 100 300 500 400 600 700 

飯田市 
川の流れ 


